
1 

 

重症心身障害児者等短期入所事業処遇費扶助事業について 
 

１ 概要 

（１）対象者の要件 

①重症心身障害児者 

②気管切開、痰の吸引、胃ろう、経管栄養、ＩＶＨ、膀胱ろうその他これらに準ずると

市長が認めた医療行為が必要な者 

③重度の知的障害（知能指数 35 以下であるものをいう。）及び重度の肢体不自由が重複

している者 

※将来的には、対象者を障害福祉サービス受給者証に記載できるように、システムを改

正する予定です。 

※現時点では、生活介護利用者については、「重心」もしくは「重心・医ケア」の記載が

あるため、当事業の対象者のうち、①と②は読み替えができます。 

※利用者のうち、対象者に当てはまるかどうか分からない場合は、障害福祉課給付係ま

でお問い合わせください。 

（２）事業者の要件 

①市内に所在すること 

 ②対象者の受け入れにあたっては、看護職員、介護福祉士、認定特定行為業務従事者の

いずれかの資格がある職員が支援を行うこと 

 ※ただし、医療型短期入所事業所及び重症心身障害児者短期入所事業補助金等の交付を

受けた事業所を除く 

（３）補助単価 

扶助の額は、１日につき 9,900円 

 

２ 申請の流れ 

（１）提出書類 

①申請書 

②人員基準適合確認シートの写し 

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の写し 

④看護職員等の資格証の写し 

（２）提出方法…メールもしくは郵送 

 

３ 請求の流れ 

（１）請求方法 

 ①「かながわシステム」による請求 

※「かながわシステム」に事業者登録を行っていない場合には、事前に神奈川県国民健

康保険団体連合会に事業者登録を行う必要があります。手続き等は、神奈川県国民健

康保険団体連合会にお問い合わせください。 
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（２）サービスコード 

 ①障害者 

区分２以下…240202 

区分３…240203 

区分４…240204 

区分５…240205 

区分６…240206 

 ②障害児…240210 


